
三重労働局雇用環境・均等室

令和8年5月

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律
（カスタマーハラスメント対策の強化）について

カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう



カスタマーハラスメント対策の強化について

令和8年10月1日から

カスタマーハラスメント対策が義務化されます

事業主の皆さまは

改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を

進めてください
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

職場におけるカスタマーハラスメントの定義

職場におけるカスタマーハラスメントとは
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以下、
「顧客等」といいます。



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

職場におけるカスタマーハラスメントの定義
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメントの判断基準

5



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメントの判断基準
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み

8



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み
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対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置

⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ

定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を

整備する

併せて講ずべき措置

⑨相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

労働者に周知する。

⑩相談したこと等を理由として不利益な取り扱いを行っては

ならない旨を定め、労働者に周知する。

カスタマーハラスメント対策ポスター
スライド14番に掲載のQRコード

「あかるい職場応援団」サイトからダウンロードできます



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策（努力義務）
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他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力

○ 事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主（その者が法人である場合にあっては、

その役員）による他の事業主の雇用する労働者に対する職場におけるカスタマーハラスメントに関し、

他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を

求められた場合には、次の措置を講ずるよう努めなければならない。

① 事業主は、他の事業主からの協力の求めに応ずるように努めなければならない。

また、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該

事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは 望ましくないもの

 である。

② 事業主は、他の事業主からの協力の求めに応じて、労働者へ事実関係の確認等を行うに当たっては、

これに協力した労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いを行わない旨を定め、 労働者に周知・

      啓発することが望ましい。

事実関係の確認により、職場におけるカスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合において

       は、事業主は、就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における規定等に基づき、

行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずることが望ましい。



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策（望ましい取組）
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事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策（望ましい取組）
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自らの雇用する労働者以外の者に対する顧客等の言動に関し
行うことが望ましい取組の内容



カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメントに発展させないために
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマー・ハラスメントに発展させないために
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策に取り組むことによるメリット
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメント対策に取り組むことによるメリット
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ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう



ご清聴ありがとうございました。
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三重労働局雇用環境・均等室

〒514-8524 津市島崎町327‐2津第二地方合同庁舎

電話：059‐226-2318

カスタマーハラスメント防止対策
に関するご相談は

三重労働局雇用環境・均等室 へ
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